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令和８年度埼玉県献血推進計画  

 

1 はじめに 

（1）  計画策定の背景 

 我が国の血液事業は、昭和 39 年に閣議決定された「献血の推進について」を契機として、すべての血液製剤を国内での献血

により自給することを目標に掲げ、推進を図ってきました。 

 「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」（以下、「法律」という。）では、国、都道府県及び市町村等の地方公

共団体、採血事業者及び医療関係者等の責務が明確化され、都道府県では、毎年度、翌年度の当該都道府県における献血推進に関

する計画を定めることとされています。 

 本計画は、法律第 10 条第 5 項に基づき、県民の献血への理解を深めることや採血事業者による献血の受入が円滑に実施さ

れるよう、令和８年度における献血推進に関する計画として策定するものです。 

 

（2） 基本的な考え方 

 県は、昭和 39 年に学識経験者や関係団体の代表者で構成する「埼玉県献血推進協議会」を設置し、献血の普及啓発並びに献

血者の組織化や献血制度の適正な運営を図っています。 

 また、国、市町村、採血事業者である埼玉県赤十字血液センター（以下、「血液センター」という。）及び献血関係団体など

と連携を図り、地域の実情に応じた献血推進活動を行い、より多くの県民の皆様に献血の御協力をいただけるよう努めます。 
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（3） 計画の期間 

 この計画は、令和８年度の 1 年間とします。 
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2 献血確保目標 

（1） 献血により確保すべき血液の目標量 

 医療機関へ安定的な血液の供給を図るため、輸血用血液製剤の供給動向及び国から示された原料血漿確保目標量を勘案した結果、

令和8年度の献血により確保すべき血液の目標量は、全血献血による確保量が 70,266Ｌ、成分献血による確保量が39,904Ｌの

合計 110,170L です。 

 

 令和８年度 

目標量 

令和７年度 

目標量 

令和 6 年度 

目標量 実 績 達成率 

全血献血 70,266 70,698 68,274 68,792.2 100.8% 

成分献血 39,904 39,698 39,286 38,517.1 98.0％ 

合 計 110,170 110,396 107,560 107,309.3 99.8％ 

（単位：Ｌ／小数点第二位以下四捨五入） 
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（2） 血液の目標量を確保するために必要な献血受付者数 

 目標量を確保するために必要な献血受付者数は次のとおりです。 

 

 令和 8 年度 

目標人数 

令和 7 年度 

目標人数 

令和 6 年度 

目標人数 確保実績 達成率 

移動採血車 97,000 97,000 95,000 88,834 93.5% 

  全血献血 97,000 97,000 95,000 88,834 93.5% 

固定施設 182,000 180,000 176,000 184,486 104.8% 

  全血献血 106,000 103,000 100,000 114,530 114.5% 

成分献血 76,000 77,000 76,000 69,956 92.0% 

合 計 279,000 277,000 271,000 273,320 100.9% 

 全血献血 203,000 200,000 195,000 203364 104.3% 

成分献血 76,000 77,000 76,000 69,956 92.0% 

（単位：人） 

 

 移動採血車による献血受付者目標人数については、市町村ごとの目標人数を別紙のとおり定め、計画的な献血者の確保に努め

るものとします。 
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3 具体的な方策 

（1） 献血の普及啓発と献血組織の充実 

ア 愛の血液助け合い運動 

 彩の国さいたま「愛の血液助け合い運動」(7～8 月)を実施します。期間中に「彩の国さいたま愛の血液助け合いの集い」

を開催し、献血協力団体等の表彰やイベント等を行い、広く県民に献血の普及啓発を図ります。 

 

イ 広報の強化 

 広報紙やホームページによる従来型の広報のほか、報道機関に献血の状況やイベント等の情報を積極的に提供し普及啓発

を図ります。 

 薬務課公式 X 等の SNS を積極的に活用し、普及啓発を図ります。 

 血液センターは、公式 facebook、X 及び Instagram のさらなる活用を図ります。 

 

ウ 市町村との連携 

 市町村における血液事業を支援するために事業費の補助を行います。 

 市町村への情報提供を積極的に実施し、担当職員の理解を深め、血液事業推進を支援します。 

 市町村広報誌に、県が実施するキャンペーンやイベント等の情報掲載を依頼します。 

 市町村の協力を得て献血協力団体(事業所）、校内献血実施校の確保を図ります。 
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（2） 若年層献血の推進 

ア 次世代の献血者の育成 

 将来の献血を担う世代である中学生に、献血を身近に感じてもらうため「献血推進ポスターコンクール」を開催します。 

 小・中・高等学校の社会科見学で関東甲信越ブロック血液センターを活用していただくなど献血の重要性について学ぶ機

会を設けてもらえるよう、教育委員会等を通じて小・中・高等学校に働きかけます。 

 「血液に関する出前講座」や「献血セミナー」等を積極的に実施し普及啓発を図ります。 

 

イ 若年層向けキャンペーンの実施 

 「新社会人献血キャンペーン」（4～6月）、「はたちの献血」キャンペーン（1～2 月）、「卒業献血キャンペーン」（2

～4 月）を実施し、若年層の献血者の確保に努めます。 

 10 代から 30 代を主なターゲットとした「初回献血!お友達＆ご家族紹介キャンペーン」（9～11 月）を実施し、若年層献

血のさらなる普及啓発を図ります。 

 

ウ 高校生献血の推進 

 教育委員会等高等学校を所管する関係機関と連携し、県内の公立高校及び私立高校における校内献血を引き続き推進する

とともに、「血液に関する出前講座」や「献血セミナー」等を積極的に実施し高校生献血の推進を図ります。 

 高校生献血の更なる推進を図るため、「高校生献血カード」を作成・配布し、複数回献血への理解と協力を求めます。 
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エ 学生献血推進ボランティアとの連携 

 県内の大学生で構成する学生献血推進連盟と連携を図り、同世代からの働きかけにより若年層の献血者の増加を図りま

す。 

 県内の大学の学園祭に積極的に移動採血車を配車し、献血への協力を求めます。 

 

オ 県内プロスポーツチームとの連携 

 県内のプロスポーツチームに献血の啓発広報やイベントに参加してもらい、スポーツに興味がある若年層を中心に献血の

推進を図ります。 

 

カ タレントを起用した啓発活動の展開 

 彩の国けんけつ大使をはじめとする、タレントやキャラクター等をキャンペーンや学園祭等のイベントに積極的に起用

し、若年層を対象に啓発活動を行います。 
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（3） その他の献血の普及啓発 

ア 一般県民向けキャンペーン、イベントの実施 

 関東甲信越ブロック血液センター埼玉製造所の見学会の開催やショッピングモール等におけるイベントの実施等により献

血の普及啓発を図ります。 

 

イ 中高年層への献血啓発 

 60～64歳まで献血を行うと 69歳まで献血可能になることや、服薬の種類によっては当日献血できる場合があることなど、広

い年齢層を対象とした献血の正しい知識の普及啓発を図ります。 

 60～64 歳を対象とした「シニア ６０(ロクマル)～６４(ロクヨン) 初回献血キャンペーン｣（1～3 月）を実施し、中高年

層を中心とした献血の啓発活動を行います。 

 

（4） 安全な血液の安定供給の確保 

ア 複数回献血の推進 

 献血 Web 会員サービス（ラブラッド）への加入を促進し、年に複数回の 400mL 献血、成分献血を推進することで、血

液の安定的な確保を図ります。 

 

イ 事業所等献血協力団体の確保 

 県内の事業所等への訪問により献血協力団体を確保し、血液の安定供給を図ります。 

 既に献血に協力いただいている事業所には、実施回数を増やすなど更なる協力を呼び掛けます。 

 県内自治体職員に対しても、職員献血への積極的な協力を呼び掛けます。  
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ウ 予約献血の推進 

 来場者の一時的な集中を防ぎ、所要時間の短縮及び血液の安定確保のため、予約献血の推進を図ります。 

 

エ 血液製剤の安全性を向上するための対策 

 県民に、HIV 等感染症の検査を目的とした献血を行わないこと、問診時等に虚偽の申告をしないことを周知します。 

 血液センターは、新興・再興感染症のまん延下には、献血会場運営職員の健康状態を管理し、献血協力者に対する入場前

の手指消毒や体温測定を徹底することで、献血会場の良好な衛生環境の保持に努めます。 

 

（5） 適正使用の推進 

 血液製剤を使用する医療機関、血液センター及び県で構成する埼玉県合同輸血療法委員会において、県内における適正か

つ安全な輸血療法の向上を図るため調査や検討を行います。 

 適正かつ安全な輸血療法の向上を図るため、「埼玉輸血フォーラム」を開催します。 
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4 その他の重要事項 

（1） 埼玉県献血推進協議会の開催 

 埼玉県献血推進協議会要綱に基づき、血液に係る学識経験者をはじめ、関係機関、団体の代表で構成する「埼玉県献血推

進協議会」を開催し、血液事業に対する今後の施策について検討します。 

 

（2） 血液製剤の在庫水準の把握と不足時の的確な対応 

 血液センターの赤血球製剤等の在庫水準を把握し、在庫量が不足する場合又は不足が予測される場合には、国及び日本

赤十字社の対応マニュアルに基づき所要の対策を講じます。 

 実施にあたっては市町村等関係機関との連携を図ります。 

 

（3） 災害時等における献血の確保 

 「埼玉県地域防災計画」における救急救助・医療救護計画により、被災後直ちに血液センター等の被災状況を調査しその

機能の保持に努めるとともに、状況に応じて血液の確保を図るため必要な措置を講じます。 
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令和８年度市町村献血受付者目標人数  

 

 

 

 

  

保健所 管轄別 市町村 
令和８年度 

目標人数 

令和７年度 

目標人数 

令和６年度 

受付実績 

令和５年度 

受付実績 

令和４年度 

受付実績 

合計 97,000 県全体 97,000 97,000 88,834 87,731 86,154 

南部 
 

1,939 
 
蕨市 826 764 795 791 651 

戸田市 1,113 1,189 1,016 1,030 970 

朝霞 
 

8,607 
 
朝霞市 3,152 2,828 3,088 2,756 2,694 

志木市 332 396 294 302 302 

和光市 739 769 641 667 693 

新座市 1,143 1,126 1,086 977 1,032 

富士見市 494 474 473 455 411 

ふじみ野市 1,623 1,729 1,424 1,413 1,558 

三芳町 1,124 1,163 900 1,038 1,106 

春日部 
 

3,596 
 
春日部市 3,439 3,526 3,004 3,254 3,056 

松伏町 157 178 145 140 140 

草加 
 

4,378 
 
草加市 2,366 2,347 2,181 2,201 2,027 

八潮市 660 645 606 583 599 

三郷市 1,006 975 981 959 785 

吉川市 346 326 312 283 341 

別紙 
 



 12   

 

 

保健所 管轄別 市町村 
令和８年度 

目標人数 

令和７年度 

目標人数 

令和６年度 

受付実績 

令和５年度 

受付実績 

令和４年度 

受付実績 

鴻巣 
 

6,446 
 
鴻巣市 1,688 1,592 1,497 1,436 1,639 

上尾市 2,660 3,042 2,214 2,489 2,501 

桶川市 569 547 575 435 530 

北本市 399 365 383 352 347 

伊奈町 1,130 1,193 906 1,054 1,100 

東松山 
 

5,376 
 
東松山市 2,520 2,660 2,236 2,325 2,264 

滑川町 574 577 450 528 576 

嵐山町 501 519 458 419 480 

小川町 559 552 535 520 458 

川島町 544 526 399 540 535 

吉見町 435 338 529 385 265 

ときがわ町 141 138 123 126 134 

東秩父村 102 103 103 90 84 

坂戸 
 

2,914 
 
坂戸市 1,193 1,186 1,105 1,024 1,103 

鶴ヶ島市 889 987 801 706 900 

毛呂山町 510 518 481 430 470 

越生町 156 150 152 150 121 

鳩山町 166 126 180 151 118 
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保健所 管轄別 市町村 
令和８年度 

目標人数 

令和７年度 

目標人数 

令和６年度 

受付実績 

令和５年度 

受付実績 

令和４年度 

受付実績 

狭山 
 

10,952 
 
所沢市 1,605 1,483 1,753 1,453 1,140 

飯能市 1,644 2,709 1,413 1,555 1,486 

狭山市 2,719 1,660 2,581 2,389 2,394 

入間市 2,737 2,682 2,484 2,457 2,471 

日高市 2,247 2,346 1,992 2,047 2,048 

加須 
 

7,557 
 
行田市 1,565 1,500 1,483 1,451 1,306 

加須市 2,638 2,562 2,595 2,511 2,038 

羽生市 3,354 3,433 2,899 2,968 3,217 

幸手 
 

6,403 
 
久喜市 2,891 2,935 2,703 2,634 2,494 

蓮田市 888 878 762 812 831 

幸手市 1,179 1,228 1,034 1,149 1,010 

白岡市 401 474 353 365 368 

宮代町 516 404 538 530 331 

杉戸町 528 525 474 456 500 
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保健所 管轄別 市町村 
令和８年度 

目標人数 

令和７年度 

目標人数 

令和６年度 

受付実績 

令和５年度 

受付実績 

令和４年度 

受付実績 

熊谷 
 

8,425 
 
熊谷市 4,176 4,225 3,590 3,616 4,104 

深谷市 3,330 3,081 3,189 2,881 2,950 

寄居町 919 812 881 986 622 

本庄 
 

5,310 
 
本庄市 3,234 3,284 2,785 2,998 2,975 

美里町 518 414 520 420 464 

神川町 409 402 387 356 364 

上里町 1,149 1,129 1,045 891 1,176 

秩父 
 

3,654 
 
秩父市 2,809 2,778 2,426 2,530 2,653 

横瀬町 177 182 160 147 172 

長瀞町 155 158 143 151 127 

皆野町 176 180 149 141 186 

小鹿野町 337 299 343 331 238 

さいたま

市 

13,733 さいたま市 13,733 13,923 13,097 12,537 11,561 

川越市 2,978 川越市 2,978 2,924 2,685 2,689 2,691 

越谷市 1,625 越谷市 1,625 1,697 1,462 1,445 1,494 

川口市 3,107 川口市 3,107 3,139 2,835 2,826 2,753 

 


